
令和6年 熱中症による死亡災害事例(大阪) 令和7年3月3日現在
死亡災害報告による

大阪では、昨年、猛暑の中、熱中症による死亡災害が多発しました。

今年も、暑い夏を向かえることが予想されています。熱中症を予防する

ために、こまめな休憩と塩分水分の摂取に心がけましょう!!

熱中症による死亡災害の傾向：ほとんどが「初期症状の放置･対応の遅れ」

労働安全衛生規則が改正され、今年６月１日から熱中症にかかる
措置（罰則付き）が新たに義務付けられます（見開き部参照）

R7.４厚 生 労 働 省 大阪労働局･大阪西労働基準監督署

“いつもと違う”と思ったら、熱中症を疑ってください！
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1 7月
鉄骨・鉄筋

コンクリート造
家屋建築工事業

17時台
男性
50代

防水工 35.4 29.8
作業終了後、屋上に戻った作業員が、足場の手摺に寄りかかって意識を

失っていた。病院に搬送したが熱中症により死亡した。

2 7月
その他の

金属製品製造業
16時台

男性
20代

作業者 34.9 30.5
工場内の作業員が体調不良により早退するため、14時頃に更衣室に移動

した。その後、16時過ぎに更衣室に入った同僚が倒れている作業員を発見
し、病院に搬送したが熱中症により死亡した。

3 7月
一般貨物自動車

運送業
17時台

男性
60代

貨物自動車
運転者 37.4 32.9 親会社の敷地内でフォークリフトを運転中、熱中症により死亡した。

4 7月 陸上貨物取扱業 16時台
男性
30代

作業者 35.6 31.2
倉庫内１階で製品のピッキング作業中に突然転倒し、けいれんを起こし

意識を失ったため、病院に搬送したが熱中症により死亡した。

5 7月 電気通信工事業 12時台
男性
70代

電工 34.6 30.5
工場の天井照明の取替作業をしていたが途中で体調が悪くなり冷房の効

いた車内で休憩し、会社まで車を運転して戻り、冷房の効いた車内で休憩
中に意識を失い緊急搬送したが熱中症により死亡した。

6 7月
その他の
建築工事業

11時台
男性
40代

防水工 35.5 33.1
新築工事現場において、３階ベランダ手すり部分及び屋上におけるシー

リング工事等をしていたが、昼前に体調不良となり、病院に搬送したが熱
中症により死亡した。

7 8月
パン、菓子
製造業

16時台
男性
50代

パン・菓子
製造工 37.4 33.6

オーブンの出口で天板を回収する作業を行っていたが、資材の部屋にふ
らつきながらやってきたため、熱中症と判断し、体を冷却したが、意識が
なくなり、救急搬送したが熱中症により死亡した。

8 8月
その他の
建築工事業

15時台
男性
60代

塗装工 35.6 30.8
空き部屋改修のため、同僚と塗装作業を行い１５：００頃にお互いに別

の自動車内で休憩していた。３０分ほど経過し同僚が、車内で嘔吐してい
るのを発見し、救急搬送したが熱中症により死亡した。

9 8月 新聞販売業 15時台
女性
80代

配達員 34.2 32.4
新聞夕刊配達中に熱中症と見られる症状により気分が悪くなり、救急車

で病院に搬送したが死亡した。
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厚生労働省は働く人の熱中症を防止するためのポータルサイト

「学ぼう！備えよう！職場の仲間を守ろう！職場における熱中症予防情報」
を運営しています
教育用教材として動画コンテンツや 万一の際の救急措置等の要点が記載された「熱中症予防カード」など
を活用し熱中症予防を積極的に取り組みましょう

熱 中 症 予 防 対 策

環境省【熱中症警戒アラート】
近年、熱中症による救急搬送人員、死亡者数が高い水準で推移していることから、

環境省と気象庁は令和３年度から「熱中症警戒アラート」を全国で運用しています。
熱中症警戒アラートは、暑さ指数（WBGT）に基づき、熱中症の危険性が極めて高い暑
熱環境が予測される場合に、暑さへの「気づき」を呼びかけ、国民の熱中症予防行動
を効果的に促すための情報です。令和７年度については4月23日から配信しています。
〈配信サービス〉

・個人向けメール配信サービス ： 熱中症警戒アラート等
・個人向けメール配信サービス ： 暑さ指数（WBGT）
・事業者向け電子情報提供サービス ： 暑さ指数（WBGT)
・「環境省」LINE公式アカウント ： 熱中症警戒アラートや暑さ指数をお知らせ

大阪労働局では、労働災害防止団体などと連携して、職場における熱中症の予防のために「STOP！

熱中症 クールワークキャンペーン」を5月から展開し、重点的な取組を進めています。 キャンペーン期間は、

9月までですが、10月ぐらいまで気温が高い日も続きますので、注意が必要です。

各事業場においては、事業者、労働者が協力して、熱中症対策に取り組みましょう！

大阪労働局HP「職場にお
ける熱中症予防対策」
各種情報（セミナーのご
案内もあります）を掲載
しています
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